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■ 増改築時の既存建築物側の昇降機の構造規定 ①
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■ 増改築時の既存建築物側の昇降機の構造規定 ②

既存遡及しない独立部分 段階的な改修を可能とする措置

【法86条の7、令137条の14】 【法86条の8、令137条の14】

耐震改修工事

確認①

検査①

防火改修工事

確認②

検査②

全体計画
（特定行政庁の認定）

規制強化による
法令改正
（防火関係）

規制強化による
法令改正
（耐震関係）

防火に関する
既存遡及は
問われない

耐震に関する
既存遡及は
問われない

Ｂ

Ａ

増築
Ｃ

既存部分

エキスパンション
ジョイント（EXP.J）
にて分離

増築Ｃに対して･･･
・既存Ａ は構造関係について既存遡及する
・既存Ｂ は構造関係について既存遡及しない

※増築Ｃ接続方法等における既存Ａに適用される
耐震基準については、前頁①を参照

※前頁①における増築Ｃに対する面積計算について
は、Ａ＋Ｂの面積を対象とする

（構造関係）


